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CAFCが Princo vs. ITC 裁判の再審理を決定  
前川有希⼦（2009/11/16 ⽇経知財 Awareness に掲載） 

 
 2009 年 10 ⽉，United States Court of Appeals for the Federal Circuit （CAFC）は，
Princo Corp. vs. International Trade Commission（ITC）裁判の再審理を⾏うことを決定
した。⻑年，この裁判において，特許のパッケージ・ライセンスが独占禁⽌法に違反し
ているか否かが争われてきた。2009 年４⽉，CAFC は ITC 判決を⼀部承認，⼀部無
効，⼀部差し戻しとする判決を下した。その CAFC の判決は，パッケージ・ライセンス
が特許権濫⽤を判断する新たな基準を提⽰したとして，注⽬されている。 
 1990 年代初期，Philips 社，ソニー，太陽誘電，リコーはオレンジブック １）関連の
CD-R と CD-RW 特許をプールすることに同意した。Philips はオレンジブックの規格を
遵守するために必要な Philips の特許（Raaymakers 特許）を含むパッケージのライセン
スを，Princo を含む CD 製造業者に与えた。しかし，Princo が他の数社と同様に Philip 
へのロイヤルティの⽀払いを停⽌したため，Philips の特許権を侵害する製品を輸⼊した
として，Philips は Princo を ITC に訴えた。  オレンジブック規格におい Raaymakers
特許技術が採⽤されることになったが，Philips のパッケージ・ライセンスはオレンジブ
ック規格を遵守する際に⽤いられなかったソニーの特許（Legadec 特許）も含んでい
た。Raaymakers 特許および Legadec 特許によってカバーされている技術は，未記録の
CD-R/RW ディスク上の位置情報をエンコードする⽅法であり，前者はアナログ⽅式で
後者はデジタル⽅式である。 
 2009 年４⽉に判決が下された裁判では，特許権濫⽤２）による⽶独占禁⽌法違反に当
たるか否かを判断するために，A）パッケージ・ライセンスに特許権濫⽤となる違法な
抱き合わせがあったかどうかという点と，B）Philips とソニーの間で反競争的な合意が
あったかどうかという点が争点になった。 
 特に A）の点に関しては，抱き合わせされた特許，すなわち，Legadec 特許が，オレ
ンジブック規格の標準化技術を実施するために重要な技術であったか否かが争点となっ
た。パッケージ・ライセンスには，抱き合わせ特許の重要性を確実に⾒極めるための⾼
コストな裁判を避けることができるという⼤きな利点があるとされている。CAFC が指
摘しているように，パッケージ・ライセンスに重要か否かが後に問題となるような特許
を含むことを禁⽌してしまうと，むしろパッケージ・ライセンスが持つ競争を促すとい
う潜在的効率性を失わせてしまうとことが考えられる。そこで CAFC は，客観的に⾒て
パッケージ・ライセンスが⾏使された時点において Legadec 特許がオレンジブック規格
に準拠するために重要となるかもしれないと信じられていたとされるならば，Legadec
特許はオレンジブック規格に従うために重要であると⾒なせるとした。すなわち，実際
に抱き合わせ特許がある技術を実施するために重要ではないということが後に明らかに
なっても，抱き合わせが違法でないとする判断に影響は及ぼさないということである。 
 本裁判で CAFC は，客観的にみてパッケージ・ライセンスが⾏使された時点におい
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て，Legadec 特許がオレンジブック規格に準拠するために重要でないと信じられていた
ということが⽰されないとし，結果として，Philips のパッケージ・ライセンスに違法な
抱き合わせは⾒いだせないとした。 
 ⼀⽅，B）に関して CAFC は, 仮に抱き合わせられた特許が，将来起こるかもしれな
い裁判など不確定な要素を未然に避けるために重要であったとしても，競合製品を作る
ために抱き合わせられた特許技術を競合者に開発させないような同意があった場合，⽶
独占禁⽌法違反は免れられないとした。 
 そこで，オレンジブック規格に準拠する製品を作るためにのみ Legadec 特許の使⽤を
許可するという Philips とソニー間での同意が焦点となった。CAFC は，もし Philips の
Raaymakers 特許とソニーの Legadec 特許が競合する技術であり，ソニーの Legadec 特
許が“商業的に実⽤的であった”ならば，Philips-ソニーの同意は⽶独占禁⽌法違反と⾒な
されるとした。CAFC は，同意によって抑制されたとされる特許技術が“実際に”商業的
に実⽤的であったということを⽰すのは困難であることから，特許権濫⽤を⽰すために
その証明の必要性はないとした。ただし，抑制された技術が商業的に実⽤的となる“可
能性”があったか否かを⽰すことによって特許権濫⽤を⾒いだせるか否かは，問題点と
して残っているとした。CAFC は，Legadec 特許の技術がオレンジブック規格製品の実
際的な代替製品となる可能性があったか否かという点と，Philips とソニーが競合する製
品を作ることができるよう Legadec 特許をライセンスしないように同意していたか否か
の点について，ITC が判断しなかった点を指摘し，ITC の判決を無効，差し戻しとし
た。 
 なお，Philips は再審判請求において，⼆つの疑問点を提⽰している。⼀つは，ある特
許を設定された製品規格の下でのみ使⽤するようライセンスし，競合する規格を作り出
すために⽤いられる可能性を封じ込めることになる場合，それらの製品規格が競争する
ことになる関連マーケットを明確にし，かつ，そのマーケットにおける競争が問題とな
っている合意によって損なわれたことを証明せずに，問題となる合意が反競争的と判断
できるかという点である。もう⼀つは，もしそのような合意が反競争的と⾒なされたと
しても，共同で設定した規格を実施するために⽤いられる，異なる特許権の⾏使を拒絶
することは，特許権濫⽤根拠として適切なのかという点である。 
 本裁判の場合，Legadec 特許を使⽤した製品を実際に市場に送り込んだ業者はいな
い。従って，実際の製品すなわち規格に準拠した製品と仮想的製品すなわち規格に準拠
しない製品が競合する可能性があったかどうかは，仮定の要素が多く判断が難しい。再
審判において，CAFC が製品規格に関連した仮想的競争についてどのように判断するの
か興味深い。 
 
１）オレンジブック：記録型コンパクトディスク（CD-R, CD-RW, CD-MO）規格書 
２）特許権濫⽤：特許権侵害に対する抗弁⼿段であり，“それ⾃⾝，法に違反するもの
ではないが特許権から反競争的効⼒を引き出す⾏為を制限すること”を意図している。
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すなわち，特許権所有者は，特許権という独占的権利を⾏使することは認められている
が，特許権の範囲を逸脱し，反競争的効果が⽣じるような⾏為は許されないということ
である。 
 


